
★下記のとおり電話での法務局相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

「よろずなんでも相談所」開設のご案内 
～毎日の暮らしの中でお悩みはありませんか？～

「いじめ・体罰」などに関する問題、家庭内における様々な問題、プライバシーに関する 

問題などの心配ごとに、人権擁護委員が丁寧に相談に応じます。 

お気軽にご相談ください。なお、相談は無料で、秘密は固く守られます。 

●他市町村の特設相談所でも相談ができます。

日 程 相 談 時 間 開 催 場 所 

14 日 （火） 午後 1 時～4 時 
長野中央隣保館 

長 野 市 更北公民館 

15 日 （水） 午前 9 時～正午 信 濃 町 信濃町総合会館 

17 日 （金） 午後 1 時～4 時 長 野 市 川中島町公民館 

隣 組 回 覧 

日時 2026 年 ７月１4 日（火） 

午前１０時～正午 

※事前の予約が必要です

場所 須坂市人権交流センター 

みんなの人権 110 番         ０５７０－００３－１１０ 

こどもの人権 110 番（通話料無料） ０１２０－００７－１１０ 

月～金（祝日・年末年始を除く）  午前８時３０分～午後５時１５分 

問合せ先 

人権に関する総合相談窓口 

須坂市人権交流センター 

電 話  

０２６－２４５－０９０９ 

須坂市人権交流センターに「総合相談窓口」を開設しています。 

月～金 午前 9 時～午後 5 時（ただし 年末年始及び祝祭日は除く） 

電話 ０２６－２４５－０９０９ 

裏面の人権啓発コーナーをご覧ください。 

発行日 2026年７月１日 

長野人権擁護委員協議会、長野・飯山地域人権啓発活動ネットワーク協議会 
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